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こ
こ
に
紹
介
す
る
の
は
、
呉
宗
慈

(
一
八
七
八
-

一
九
五

一
)
が

主
任
委
員
と
し
て
、

一
九
四
六
年
よ
り

一
九
四
九
年
の
四
年
間
に
編

纂
し
完
成

さ
せ
た

『
江
西
通
志
稿
』
(全

一
〇
〇
冊
)

の
、
第

一
冊

に
お
さ
め
ら
れ
た

「江
西
通
志
稿
総
目
」、
お
よ
び
、
第

一
六
冊
に

お
さ
め
ら
れ
た

「介
紹
K

・
V

・
A
水
利
工
程
計
画
」
の
二
つ
の
史

料

で
あ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
3
、
4
に
お
い
て
述

べ
る
。

呉
宗
慈

に
つ
い
て
こ
こ
に
略
歴
を
紹
介
す
る
。
呉
宗
慈
は
、
江
西

省
南
豊
県

の
人

で
、
辛
亥
革
命
前
後
に
孫
文

に
従

っ
て
国
民
革
命

に

参
加
し
た
。

一
九
二
九
年
か
ら
は
漸
江
省

・
湖
北
省

・
江
西
省

に
お

い
て
、
炭

鉱

・
鉄
鉱

・
モ
リ
ブ
デ

ン
鉱
の
経
営
者
と
な

っ
た
が
、
実

業
家
と
し

て
は
失
敗
し
た
。
そ
の
後
、
彼
は
歴
史
編
集
者
と
し
て
の

道
を
歩
み
、

一
九
三
九
年
以
後
、
江
西
省
通
志
館

の
設
立

に
主
任
委

員
と
し
て
迎
え
ら
れ
、

一
九
四
〇
年

に
江
西
省
通
志
館
が
設
立
さ
れ

た
後
は
、
そ
の
館
長
職
を
受
理
し
た
。

一
九

四
九
年
中
国
革
命
が
成

立
し
た
以
後
も
、
彼
は
そ
の
ま
ま
江
西
省
に
と
ど
ま
り
、
中
華
人
民

共
和
国
江
西
省
政
府
参
事
と
な

っ
て
そ
の
生
涯
を
終
え
た
。
『
江
西

地
方
文
献
索
引
』
に
列
記
さ
れ
た
呉
宗
慈
の
著
作
だ
け
で
も
二
三
冊

の
刊
行
本
お
よ
び
原
稿
を
残
し
て
い
る
。

2

筆
者
と

『
江
西
通
志
稿
』
と
の
出
会
い
に

つ
い
て
述

べ
る
。
筆
者

は
、

一
九
九

一
年
に

「
日
中
戦
争
論
ノ
ー
ト
」
(『
奈
良
史
学
』
第
九

号

(
一
九
九

一
年

一
二
月
、
奈
良
大
学
)
)
を
発
表
し
、
日
中
戦
争

の
原
因
に
つ
い
て
の
仮
説
を
提
示
し
た
上

で
、
そ
の
実
証
の
た
め
に

日
本
軍
が

一
九
三
九
年
か
ら

一
九
四
五
年
ま

で
軍
事
占
領
し
た
都
市
、

す
な
わ
ち
、
中
華
人
民
共
和
国
江
西
省
南
昌
市
の
現
地
調
査
を
目
的
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と
し
て
、
翌
年
の

一
九
九
二
年
三
月
か
ら

一
九
九
三
年
三
月
ま
で
の

一
年
間
を
南
昌
市
で
過
ご
し
た
。
本
務
校
で
あ
る
奈
良
大
学

の
長
期

在
外
研
修

員
の
特
典
が
さ
い
わ
い
に
し
て
筆
者
に
与
え
ら
れ
、
そ
の

結
果
、
南

昌
大
学
の
研
究
学
者
を
身
分
と
し
て
史
料
収
集
お
よ
び
現

地
調
査
に
従
事
し
た
次
第
で
あ
る
。

現
在
の
南
昌
大
学
は
当
時
の
江
西
大
学

で
あ
り
、

一
九
九
三
年
六

月
江
西
大
学

・
江
西
工
業
大
学
が
合
併
し
て
南
昌
大
学
と
改
称
さ
れ

た
。
そ
の
時
、
南
昌
大
学

(江
西
大
学
)
は
中
国
の
国
家
重
点
大
学

の

一
つ
に
格
上
げ
さ
れ
た
。

つ
ま
り
、
筆
者
は
江
西
大
学
の
最
後
の

一
年
を
、

日
本
人
研
究
学
者
と
し
て
過
ご
し
た
こ
と
に
な
る
。

一
九

九
四
年
に
、
再
度
南
昌
市
に
赴
い
た
と
き
に
は
江
西
大
学
は
す
で
に

姿
を
消
し

て
い
た
。

話
を
も

ど
す
。
南
昌
に
お
け
る
史
料
調
査
は
、
多
く
の
協
力
者
の

お
か
げ
で
順
調
に
進
ん
だ
。
六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
筆
者
は
収
集

し
た
史
料
を
整
理
す
る
作
業

に
取
り
組
ん
だ
。
さ
い
わ
い
江
西
大
学

か
ら
、
こ
れ
も
さ
い
わ
い
に
中
文

・
パ
ソ
コ
ン

・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の

室
内
設
置
が
認
め
ら
れ
て
い
た
た
め
、
作
業
は

一
ヶ
月
を
要
せ
ず
に

終
わ

っ
た
。
作
業
内
容
は
論
文
タ
イ
ト
ル
を

ユ
ニ
ッ
ト
と
し
、
筆
者
、

記
載
文
献
、
出
版
年
月
お
よ
び
引
用
文
献
を
リ
ス
ト
ア

ッ
プ
す
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
作
業
が
終
わ

っ
て
初
め
て
、
筆
者
は
ほ
と
ん
ど
の

論
文
が
共
通
の

「来
源
」
を
有
す
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
そ
の
文
献

こ
そ
ー
に
お
い
て
紹
介
し
た
呉
宗
慈
主
編

『
江
西
通
志
稿
』
で
あ

っ

た
。そ

れ
以
後
、
筆
者
は
引
き
続
き
史
料
収
集
現
地
調
査
を
お
こ
な
う

と
と
も
に
、
公
的
機
関
に
本
来
あ
る
べ
き

『江
西
通
志
稿
』
を
、
公

的
立
場
、
す
な
わ
ち
日
本
人
研
究
学
者
の
身
分
で
、
そ
の
所
在
お
よ

び
閲
覧
を
す

べ
て
の
機
関
に
試
し
て
挫
折
し
た
。

=

月
か
ら

一
二

月

に
か
け
て
、
筆
者
に
そ
の
理
由
が
よ
う
や
く
判
明
し
た
。
筆
者
の

数
年
前
、
某
国
の
訪
問
学
者
が
閲
覧
不
認
可

の
史
料
を
無
断
で
持
ち

出
し
、

こ
の
事
件
を
き

っ
か
け
と
し
て
関
係
者
全
員
が

「
粛
清
」
さ

れ
る
と
い
う
事
態
が
、
そ
の
研
究
者
の
帰
国
後
、
起
こ
っ
た
。
こ
の

事
件
と
上
記

『
江
西
通
志
稿
』
と
は
全
く
関
係
が
な
い
。
だ
が
、
筆

者
が
外
国
人
研
究
学
者

で
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
事
件
を
す
べ
て
の
公

的
機
関
に
な
ん
ら
か
の
影
響
を
与
え
て
い
る

こ
と
が
、
こ
の
と
き
当

事
者
に
よ

っ
て
筆
者
に
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

一
二
月
か
ら
帰
国
予
定
の
三
月
ま
で
、
筆
者
は
急
き
ょ
方
針
を
転

換
し
、
私
的
ル
ー
ト
に
よ
り

『
江
西
通
志
稿
』
の
所
在
確
認
お
よ
び

閲
覧
の
手
段
を
と
る
こ
と
を
選
ん
だ
。
詳
し
い
経
過
は
除
く
。
な
ぜ

な
ら
、
そ
の
経
過
に
は
、
筆
者

へ
の
協
力
を
惜
し
ま
な
か

っ
た
筆
者

の
友
人
た
ち
が
、
現
に
江
西
省
の
有
力
高
級
官
職
の
身
に
あ
る
た
め
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で
あ
る
。

結
果
と
し
て
、
今
は
故
人
と
な

っ
た
万
人
俊
先
生
の
知
遇

を
得
て
、

先
生
の
知
人

(匿
名
)
が
所
有
し
、
か

つ
筆
者
の
研
究
目

的
に
関
連
す
る
箇
所
の
み
の
複
写
を
許
さ
れ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、

万
人
俊
先
生
か
ら

『
江
西
通
志
稿
』
の
辿

っ
た
数
奇
な
運
命
を
教
え

ら
れ
た
。

こ
れ
も
省
略
す
る
が
、
『
江
西
通
志
稿
』
は
、
文
化
大
革

命

の
中
に
お
い
て

「
焚
書
坑
儒
」
の
対
象
と
さ
れ
た
。

つ
ま
り
、
文

化
大
革
命

に
よ

っ
て

『江
西
通
志
稿
』
は
姿
を
消
す
運
命
に
あ

っ
た
。

そ
の
時
、

一
人

の
学
者
が
身
命
を
賭
し
て

一
〇
〇
冊
か
ら
な
る

『
江

西
通
志
稿
』
を
紅
衛
兵
の
攻
撃
か
ら
守

っ
た
。
文
化
大
革
命
が
終
了

し
て
後
も
ま
だ
、
中
国
の
政
情
は
た
だ
ち
に
平
穏
な
も
の
と
な

っ
た

わ
け
で
は
な
か

っ
た
。
郵
小
平
が
実
権
を
回
復
し
て
後
し
ば
ら
く
し

て
、
中
国

の
政
情
は
正
常
化
に
向
か

っ
た
。
そ
の
こ
ろ

(筆
者
は
そ

の
年
を
教

え
ら
れ
た
が
、

こ
こ
で
は
略
す
)
、

一
セ

ッ
ト

一
〇
〇
冊

か
ら
な
る

『江
西
通
志
稿
』
は

一
〇
〇
セ

ッ
ト
の
み
複
製
さ
れ
、
公

的
機
関
お

よ
び
私
的
研
究
者
の
手
に
渡

っ
た
。
以
上
が
万
人
俊
先
生

か
ら
筆
者

が
聞

い
た

『
江
西
通
志
稿
』

に
関
す
る
現
代
中
国
の
歴
史

で
あ
る
。

3

史
料
1

「
江
西
通
志
稿
総
目
」
を
紹
介
す
る
理
由
は
き
わ
め
て
明

瞭
で
あ
り
、
そ
の
説
明
を
要
し
な
い
。

つ
ま
り
、

一
〇
〇
冊
の

『
江

西
通
志
稿
』
の
全
体
が
こ
れ
に
よ
り
把
握
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

こ

こ
で
は
、
そ
の
凡
例
を
以
下
に
示
す
に
と
ど
め
る
。
な
お
、
筆
者
が

複
写
し
て
、
日
本

に
持
ち
帰

っ
た
の
は
辛
亥
革
命
以
後
の
該
当
史
料

の
み
で
あ
る
。

江
西
通
志
稿
整
理
凡
例

本
稿
以
呉
宗
慈
撰

《
江
西
通
志
体
例
述
惜
》
所
定
之
綱
目
為
次

第
,
按
紀
、
表
、
考
、
略
、
録
、
伝
、
徴
、
志
余
八
大
門
類
,

分
類
編
次
,
進
行
整
理
。

《江
西
通
志
体
例
述
惜
》
係
呉
宗
慈
於
建
館
之
初
、
発
凡
起
例

一

所
撰
之
修
志
計
画
,
但
因
種
種
原
因
,
志
稿
未
能
編
竣
,
故
有

許
多
地
方
与
今
稿
未
能
吻
合
。
凡
綱
目
中
有
司
而
無
志
材
和
志

文
的
,
則
刷
其
目
;
有
志
材
和
志
文
而
無
目
的
,
則
補
其
目
。

而
有
的
綱
目
与
志
材
和
志
文
不
合
的
,
則
訂
正
其
目
,
以
求
綱

目
与
志
材
、
志
文
相

一
致
。

本
稿
編
纂
於
国
民
党
統
治
時
期
,
在
内
容
与
編
排
上
不
免
帯
有

一

時
代
的
烙
印
。
整
理
時
未
加
修
改
,
僅

対

一
些
反
動
詞
句
加
引

号
"
"以
作
処
理
。

4

史
料
2
に
つ
い
て
は
若
干
の
説
明
を
要

す
る
。
筆
者
は
、
『
新
し

一75一



い
歴
史
学

の
た
め
に
』

(二
二

一
号
、

一
九
九
六
年
三
月
、
京
都
民

科
歴
史
部
会
)

に
、
「
日
中
戦
争
研
究

の

一
視
角
」
の
論
文
を
発
表

し
、
そ
の

「今
後

の
課
題
」
に
お
い
て
、
K

・
V

・
A
計
画
の
研
究

を
当
面
の
作
業
課
題
と
し
て
提
示
し
た
。
以
後
八
年
、
そ
の
作
業
は

停
滞
し
た
ま
ま
今
日
に
至

っ
て
い
る
。
こ
れ
が
第

一
の
理
由
で
あ
る
。

第
二
の
理
由
は
、

こ
の
史
料
部
分
で
、
原
稿
用
紙

「江
西
省
通
志

館
稿
紙
」

が
使
用
さ
れ
、
「
二
〇
〇
頁
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

一

〇
〇
冊
を
通
じ
て
、
こ
の
原
稿
用
紙
が
使
用
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
き

わ
め
て
少
な
い
。
こ
こ
で
は
楷
書
体
で
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
他
の

大
部
分
は
、
写
本
で
あ
る
。
筆
者
が
こ
の
史
料
を
選
ん
だ
理
由
は
こ

こ
に
求
め
ら
れ
る
。
く
り
か
え
し
言
う
が
、
現
在
の
筆
者
に
は
、

こ

の
テ
ー
マ
を
論
じ
る
準
備
は
整

っ
て
い
な
い
。

5

『江
西
通
志
稿
』
の
今
後
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
筆
者
の
見
解

を
述

べ
た

い
。

こ
の

『
江
西
通
志
稿
』
の
知
的
所
有
権

(著
作
権
)

は
、
あ
く
ま
で
中
華
人
民
共
和
国
な
い
し
同
国
江
西
省
政
府
が
所
有

す
る
も
の
と
判
断
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
わ
れ
わ
れ
外
国
人
研

究
者
は
そ
の
前
提
の
も
と
で
、
日
中
両
国
友
好
関
係
を
促
進
す
る
立

場
か
ら
協
力
す

べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
筆
者
は
、
私
的
身
分

で
毎
年

一
、
二
回
南
昌
市

へ
の
現
地
調
査
を
今
日
ま
で
継
続
し
て
き

た
。
こ
の
史
料
紹
介
の
後
は
、
筆
者
は
、
公
的
立
場

で
正
式
に

『
江

西
通
志
稿
』
の
出
版

(公
開
)
に
協
力
す
る

つ
も
り
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
筆
者
が
持
ち
帰

っ
た
当
該
史
料
が

一
二
年
を
経
て
、
徐
々
に

劣
化
し

つ
つ
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

6

な
お
、
史
料
紹
介
す
る
に
あ
た

っ
て
、
筆
者
は
次
の
二
点
の
み
配

慮
し
た
。

一
、
史
料
1
は
、
常
用
漢
字

の
使
用
が
で
き
る
も
の
は
、
原
則
と
し

て
す

べ
て
常
用
漢
字
に
改
め
た
。

二
、
史
料
H
は
、
原
文
の
と
お
り
漢
字
を
使

用
し
た
。

[付
記
]

解
読
に
際
し
て
、
同
僚
の
森
田
憲
司
教
授
の
指
正
を
得
た
。

一76一



史

料

-

江
西
通
志
稿

第

一
冊

民
国
江
西
通
志
稿

民
国
江
西
通
志
稿
総
目

第

一
冊

序
例

総
目

江
西
通
志
稿
総
目

江
西
通
志
稿
整
理
凡
例

江
西
通
志
稿
整
理
説
明

附
:
江
西
通
志
体
例
述
惜

第
二
冊

紀

一

江
西
歴
代
大
事
編
年
紀
上
旧
周
至
晴

第
三
冊

紀
二

辛
亥
江
西
光
復
大
事
記
長
編

癸
丑
湖
口
起
義
討
衰
大
事
記

附
:
新
華
社
三
次
革
命
事
件

護
法
之
役
大
事
記

北
伐
之
役
大
事
記

第
四
冊

表

一

歴
代
彊
域
沿
革
表

下
旧
元
至
明

清
代
職
官
表

選
挙
表

江
西
制
科
題
名
録

附
:
童
子
科

第
五
冊

表
二

郷
試
表

(
一
)

江
西
郷
試
題
名
録
宋
太
平
興
国
四
年
至
明
正
統
九
年

第
六
冊

表
一二

郷
試
表

(
二
)

江
西
郷
試
題
名
録
明
正
統
士

二
年
至
崇
禎
十
五
年

第
七
冊

表
四

郷
試
表

(三
)

江
西
郷
試
題
名
録
清
順
治
三
年
至
乾
隆
四
十
二
年

会
試
表

(
一
)

江
西
進
士
題
名
録
唐
貞
観
至
宋
紹
興
十
八
年

第
八
冊

表
五

会
試
表

(
二
)

江
西
進
士
題
名
録
宋
紹
興
二
十

一
年
至
明
正
徳

二
年

第
九
冊

表
六

表
七

会
試
表

(三
)
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江
西
進
士
題
名
録
明
正
徳
六
年
至
清
宣
統
二
年

武
科
表

江
西
郷
試
題
名
録
明
永
楽
九
年
至
崇
禎
十
五
年

江
西
会
試
題
名
録
唐
大
中
元
年
至
清
光
緒
六
年

人
物
表

(
一
)

江
西
武
備
学
堂
学
生
題
名
録

江
西
省
第

一
届
国
会
議
員
名
表

江
西
省
諮
議
局
議
員
名
表

第

一
〇
冊

表
八

人
物
表

(二
)

江
西
職
官
備
査
表
民
国
十
八
年
至
三
十
一
年

江
西
各
種
専
門
学
校
学
生
名
録
法
専

体
専

獣
専

工
専

医
専

第

=

冊

考

一

地
質
考

江
西
地
質
之
回
顧

盧
山
地
質
之
構
造
及
成
因

江
西
温
泉
紀
要

輿
地
考

(
一
)

江
西
地
理
志

江
西
考

江
西
之
位
置

江
西
土
地

江
西
経
済
地
理
及
各
県
土
地
面
積

第

一
二
冊

考
二

輿
地
考

(
二
)

江
西
省
境
及
各
県
経
緯
度
詳
表

+又
県
考

平
固
県
故
趾
考

新
澄
分
設
峡
江
事
宜

定
南
県
改
庁
部
文

蔀
郷
県
志
史

籟
南
輿
地
沿
革
述
略

江
西
気
象

山
系

(
一
)

第

一
三
冊

考
三

輿
地
考

(三
)

山
系

(二
)

山
表

第

一
四
冊

考
四

輿
地
考

(四
)
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山
脈
考第

一
五
冊

考
五

水
道
考

(
一
)

水
系

江
西
水
系
摘
記

江
西
譜
水
考

第

一
六
冊

考
六

水
道
考

(二
)

水
利

(
一
)

水
利

(二
)

江
西
省
水
利
機
構
沿
革
及
水
利
事
業
資
料

江
西
水
利
局
抗
戦
期
間
水
利
計
画
与
実
施
工
程

K
・
V

・
A
介
紹

介
紹
K

・
V

・
A
水
利
工
程
計
画

我
個
応
当
替
鄙
陽
湖
観
象

江
西
歴
年
水
災
情
況

第

一
七
冊

考
七

水
道
考

(三
)

調
査
表

水
利
局
歴
年
所
主
辮
之
水
利
建
設
表

歴
年
挙
辮
之
各
県
塘
洲
肢
填
水
庫
工
程
成
果
表

歴
年
挙
辮
之
水
利
工
程

一
覧
表

歴
年
挙
辮
之
各
県
水
庫
工
程
成
果
表

各
県
肢
填
総
計
表

永
修
等
十
九
県
水
利
調
査
表

第

一
八
冊

略

一

財
政
略

賦
役
源
流
考

田
賦

漕
政

塩
政

各
種
税
光
緒

民
国

江
西
省
各
県
市
各
項
税
課
徴
収
統
計

江
西
省
歳
入
総
予
算
与
実
際
収
入
比
較

江
西
省
県
市
地
方
予
算
総
額
次
数
分
配

江
西
省
県
市
地
方
歳
入
歳
出
総
予
算

江
西
省
県
税
収
実
徴
数
与
予
算
数
比
較

第

一
九
冊

略
二

経
済
略

(
一
)

農
業
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林
業

漁
業

工
業

江
西

江
西
特
産
調
査

第
二
〇
冊

略
三

経
済
略

(二
)

江
西
工
業
及
特
産
鉱
産

鉱
業

第
二
一
冊

略
四

経
済
略

(三
)

陶
甕

第
二
二
冊

略
五

経
済
略

(
四
)

商
業

金
融
業

合
作
事
業

其
他

第
二
三
冊

略
六

教
育
略

(
一
)

江
西
教
育
史
稿

書
院

科
挙
考
試
制
度
述
略

第
二
四
冊

略
七

教
育
略

(
二
)

江
西
之
工
商
教
育

江
西
暑
期
軍
事
訓
練

国
立
中
正
大
学

国
立
中
正
医
学
院

江
西
省
立
鞍
県
郷
村
師
範
学
校
史
略

初
等
教
育

盧
山
図
書
館

第
二
五
冊

略
八

庶
政
略

(
一
)

政
治

概
述

省
政
府

省
政
府
之
附
属
機
関

行
政
督
察
専
員
公
署

県
政
府

・'
・



市
政
機
関

区
署

第
二
六
冊

略
九

庶
政
略

(
一
)

保
甲

県
政
人
員
訓
練

公
務
員
人
数
統
計

江
西
省
統
計
数
字
提
要

第
二
七
冊

略

一
〇

庶
政
略

(
二
)

民
国
三
十
五
年
江
西
省
政
府
施
政
報
告

民
国
三
十
六
年
江
西
省
政
府
施
政
報
告

第
二
八
冊

略

一
一

庶
政
略

(
二
)

民
国
三
十
六
年
至
三
十
七
年
江
西
省
政
府
施
政
報
告

民
国
三
十
六
年
江
西
省
経
建
工
作
近
況

庶
政
略

(三
)

司
法

清
朝
江
西
文
字
獄
案

院
籟
監
察
使
署
概
況

第
二
九
冊

略

一
二

庶
政
略

(四
)

軍
事

庶
政
略

(五
)

交
渉

南
昌
教
案

九
江
租
界
収
回
交
渉
始
末
記

盧
山
各
山
地
租
借
及
収
回
始
末
記

第
三
〇
冊

略

=
二

庶
政
略

(六
)

交
通
郵
政

電
話

航
空

公
路

南
薄
鉄
路
始
末
記

第
三

一
冊

庶
政
略

(六
)

南
薄
鉄
路
二
十
七
年
折
軌
後
工
作
概
況
述
略

翰
漸
線
軽
便
鉄
路
計
画

第
三
二
冊

略

一
四

庶
政
略

(七
)

警
政

江
西
取
締
蓄
会
実
施
辮
法
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如
何
激
発
蓄
会
的
民
族
意
識

庶
政
略

(八
)

地
方
自
治

民
衆
団
体

庶
政
略

(九
)

社
会
事
業

賑
務

救
済

行
政
院
善
後
救
済
総
署
江
西
分
署
業
務
紀
略

第
三
三
冊

略

一
五

略

一
六

庶
政
略

(
一
〇
)

土
地
行
政

土
地
面
積

地
政
機
構

地
籍
整
理

扶
植
自
耕
農

保
障
佃
農

土
地
整
理

均
田
書

庶
政
略

(
=

)

新
生
活
運
動

新
生
活
運
動
綱
要
及
新
生
活
運
動
須
知

蒋
中
正
対
新
生
活
運
動
的
講
話

礼
俗
略

旧
官
場
的
旧
婚
礼

泰
和
旧
暦
年
的
風
光

定
南
離
写

第
三
四
冊

略

一
七

氏
族
略

(
一
)

説
明

各
県
著
姓
及
代
表

南
昌

新
建

高
安

新
喩

新
澄

峡
江

宜
春

蔀
郷

吉
水

永
豊

泰
和

万
安

遂
川

第
三
五
冊

略

一
八

氏
族
略

(二
)

臨
川

宜
黄

黎
川

広
昌

鉛
山

貴
渓

余
干

星
子

第
三
六
冊

金
渓

東
郷

楽
安

資
渓

上
饒

玉
山

鄙
陽

浮
梁

楽
平

永
修

都
昌

安
義

略

一
九

上
高

宜
豊

清
江

万
載

分
宜

吉
安

寧
岡

永
新

安
福

崇
仁

南
城

横
峰

ざ
陽

徳
興

万
年

余 広 南
江 豊 豊
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氏
族
略

(三
)

武
寧

修
水

湖
口

徳
安

彰
沢

瑞
昌

大
庚

尋
郎

上
猶

崇
義

南
康

寧
都

瑞
金

石
城

江
西
姓
氏
考
略

(
一
)

第
三
七
冊

略
二
〇

氏
族
略

(四
)

江
西
姓
氏
考
略

(二
)

各
県
姓
氏
考
略

南
昌

新
建

豊
城

靖
安

建
昌

盧
陵

吉

水

永
豊

南
城

南
豊

広
豊

楽
平

寧
都

蓮
花

石

城

信
豊

第
三
八
冊

略
二
一

氏
族
略

(五
)

江
西
姓
氏
考
略

(三
)

各
県
姓
氏
考
略

南
昌

新
建

水

永
豊

南
城

南
豊

城

信
豊

第
三
八
冊

略
二
一

氏
族
略

(六
)

前
賢
世
系
籍
里
及
姓
氏
考
証

陶
淵
明
籍
里
之
考
証

1

豊
城

靖
安

建
昌

盧
陵

吉

広
豊

楽
平

寧
都

蓮
花

石

鄭
癬
家
世
源
流
考

南
豊
呉
宣
公
事
跡
考
証

陳
岳
陳
溶
陳
喬
之
世
系
籍
里
考

南
豊
於
氏
世
源
流
考

国
父
先
世
世
系
源
流
考

国
父
先
世
世
系
源
流
調
査
記

寧
都
孫
氏
世
系
簡
表

江
西
明
清
両
代
之
民
族
問
題

江
西
蚕
族
考

江
西
棚
民
始
末
記

江
西
全
省
戸
口
統
計

附
:
駁
戸
書

第
三
九
冊

略
二

一

方
言
略

江
西
方
音
調
査
之
鋼
議

江
西
方
言
字
考

広
韻
中
江
西
方
言
字
考

南
昌
話
的
声
変
化
和
実
験
研
究

江
西
方
言
歌
謡
諺
語
調
査
擬
目

寧
都
方
言
略
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歌
謡
謎
語
詩
歌
戯
曲

音
韻
字
的
困
難
及
其
解
決
之
方
法

第
四
〇
冊

略
二
二

宗
教
略

(
一
)

道
教

張
道
陵
天
師
世
家

天
師
歴
代
世
系
表

歴
代
天
師
列
伝

張
天
師
列
伝
参
孜
書
目

六
十
代
天
師
以
後
事
跡

龍
虎
山
古
跡

清
雍
正
九
年
大
上
清
宮
旧
有
十
三
道
院
山
塘
田
畝
及
収
租
谷
租
銀

清
雍
正
九
年
大
上
清
宮
新
建
十

一
道
院
山
塘
田
畝
及
収
租
谷
租
銀

耶
鯖
教

南
昌
中
華
聖
公
会
宏
道
堂
概
況

江
西
浸
信
会
的
概
況

真
空
教

真
空
教
祖
師
伝

　カ

　
ま
　
ロ

章

貢

山
道
壇
調
査

真
空
彦
祖
師
伝

散
空
亭
記

韓
南
之
真
空
教

宗
教
略

(二
)

宗
教

教
匪

第
四

一
冊

芸
文
略

(
一
)

江
西
芸
文
略
目
録

武
寧

義
寧

第
四
二
冊
冊

芸
文
略

(二
)

宜
春

分
宜

盧
陵

泰
和

寧
岡

蓮
花

第
四
三
冊

芸
文
略

(三
)

臨
川

崇
仁

建
昌
府
芸
文
書
目

第
四
四
冊

芸
文
略

(四
)

略
二
三

高 南
略 安 昌

四 上 新
高 建

新 豊
昌 城

進
賢

奉
新

靖
安

薄
郷

万
載

清
江

峡
江

新
喩

新
澄

吉
水

永
豊

安
福

龍
泉

万
安

永
新

略
二
五

金
渓

宜
黄

南
城

南
豊

略
二
六

楽
安

東
郷

新
城

広
昌

濾
渓
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上
饒

玉
山

楽
平

浮
梁

安
義

薄
陽

興
国

会
昌

第
四
五
冊

芸
文
略

(五
)

寧
都

瑞
金

南
昌

新
建

宜
豊

楽
安

南
昌

新
建

第
四
六
冊

芸
文
略

(六
)

経
部

史
部

第
四
七
冊

芸
文
略

(七
)

子
部

集
部

ざ
陽

貴
渓

徳
興

安
仁

徳
安

瑞
昌

長
寧

定
南

略
二
七

石
城

大
庚

江
西
各
県
芸
文
伝
目

豊
城

進
賢

東
郷

金
渓

江
西
各
県
芸
文
志
考
証豊

城

進
賢

略
二
八

重
訂
四
庫
著
録
江
西
先
哲
遺
書
提
要

略
二
九

重
訂
四
庫
著
録
江
西
先
哲
遺
書
提
要

湖 万 鉛
口 年 山

彰 星 広
沢 子 豊

 

南
康

上
猶

奉
新

靖
安

宜
黄

臨
川

奉
新

靖
安

鄙
陽

余
干

都
昌

建
昌

籟
県

信
豊

武 崇寧 義

 

武
寧

修
水

第
四
八
冊

略
三
〇

芸
文
略

(八
)

集
部

第
四
九
冊

略
一三

芸
文
略

(九
)

重
訂
四
庫
著
録
江
西
先
哲
遺
書
紗
目

経
部

史
部

子
部

集
部

附
:
四
庫
未
収
江
西
遺
書
紗
目

四
庫
未
収
江
西
先
哲
遺
書
提
要

補
遺

第
五
〇
冊

略
三
二

芸
文
略

(
一
〇
)

四
庫
著
録
江
西
先
哲
遺
書
作
者
小
伝

清
文
献
通
考
江
西
著
作
家
小
伝

第
五

一
冊

略
三
三

芸
文
略

(
=

)

芸
文
略
著
者
四
角
號
礪
索
引

○
類

一
類

二
類

三
類

四
類

第
五
二
冊

略
三
四

芸
文
略

(
一
二
)

芸
文
略
著
者
四
角
號
礪
索
引

(
一
)

一85一



四
類

(二
)

五
類

六
類

七
類

八
類

九
類

第
五
三
冊

録

一

金
石
録

(
一
)

南
昌
府

衰
州
府

臨
江
府

吉
安
府

撫
州
府第

五
四
冊

録
二

金
石
録

(
二
)

建
昌
府

広
信
府

饒
州
府

南
康
府第

五
五
冊

録
三

金
石
録

(三
)

九
江
府

南
安
府

翰
州
府

察
敬
嚢
擬
輯
江
西
金
石
体
例
及
其
他

王
象
之
輿
地
碑
記
中
江
西
碑
目

擬
輯
鞭
南
金
石
目

籟
南
金
石
録
初
稿

官
績
録

宋
濠
伝

諸
尉
伝

江
大
令
伝

江
召
業
伝

陳
肇
英
自
伝

第
五
六
冊

伝

一

南
昌
県
列
伝

(
一
)

第
五
七
冊

伝
二

南
昌
県
列
伝

(
二
)

新
建
県
列
伝

第
五
八
冊

伝
三

豊
城
県
列
伝

第
五
九
冊

伝
四

進
賢
県
列
伝

奉
新
県
列
伝

靖
安
県
列
伝
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修
水
県
列
伝

武
寧
県
列
伝

第
六
〇
冊

高
安
県
列
伝

上
高
県
列
伝

第
六

一
冊

宜
豊
県
列
伝

第
六
二
冊

宜
春
県
列
伝

分
宜
県
列
伝

万
載
県
列
伝

蔀
郷
県
列
伝

第
六
三
冊

清
江
県
列
伝

新
澄
県
列
伝

新
喩
県
列
伝

峡
江
県
列
伝

第
六
四
冊

吉
安
県
列
伝

泰
和
県
列
伝

伝
五

伝
六

伝
七

伝
八

伝
九

第
六
五
冊

吉
水
県
列
伝

永
豊
県
列
伝

第
六
六
冊

安
福
県
列
伝

遂
川
県
列
伝

万
安
県
列
伝

永
新
県
列
伝

寧
岡
県
列
伝

蓮
花
県
列
伝

第
六
七
冊

臨
川
県
列
伝

第
六
八
冊

金
渓
県
列
伝

宜
黄
県
列
伝

楽
安
県
列
伝

崇
仁
県
列
伝

東
郷
県
列
伝

第
六
九
冊

南
城
県
列
伝

伝

一
〇

伝
=

伝

一
二

伝

一
三

伝

一
四
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黎
川
県
列
伝

第
七
〇
冊

南
豊
県
列
伝

広
昌
県
列
伝

資
渓
県
列
伝

第
七

一
冊

上
饒
県
列
伝

ざ
陽
県
列
伝

玉
山
県
列
伝

鉛
山
県
列
伝

広
豊
県
列
伝

横
峰
県
列
伝

第
七
二
冊

鄙
陽
県
列
伝

余
干
県
列
伝

楽
平
県
列
伝

浮
梁
県
列
伝

徳
興
県
列
伝

余
江
県
列
伝

万
年
県
列
伝

伝

一
五

伝

一
六

伝

一
七

第
七
三
冊

星
子
県
列
伝

都
昌
県
列
伝

安
義
県
列
伝

永
修
県
列
伝

第
七
四
冊

九
江
県
列
伝

徳
安
県
列
伝

瑞
昌
県
列
伝

湖
口
県
列
伝

彰
沢
県
列
伝

第
七
五
冊

大
庚
県
列
伝

上
猶
県
列
伝

南
康
県
列
伝

崇
義
県
列
伝

翰
県
列
伝

雲
都
県
列
伝

信
豊
県
列
伝

興
国
県
列
伝

伝

一
八

伝

一
九

伝
二
〇
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会
昌
県
列
伝

安
遠
県
列
伝

龍
南
県
列
伝

尋
郁
県
列
伝

定
南
県
列
伝

第
七
六
冊

寧
都
県
列
伝

瑞
金
県
列
伝

石
城
県
列
伝

第
七
七
冊

典
例
徴

(
一
)

疏

(
一
)

第
七
八
冊

典
例
徴

(
二
)

疏

(二
)

第
七
九
冊

典
例
徴

(三
)

詔勅諭

伝
二

一

徴

一

徴
二

徴
三

牒奏
剤

表状

第
八
〇
冊

文
徴

(
一
)

論
説

(
一
)

第
八

一
冊

文
徴

(
二
)

論
説

(
二
)

序
践

(
一
)

第
八
二
冊

文
徴

(三
)

序
践

(
二
)

第
八
三
冊

文
徴

(四
)

書
類

(
一
)

第
八
四
冊

文
徴

(五
)

書
類

(二
)

徴
四

徴
五

徴
六

徴
七

徴
八
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辞
賦

序
賛

第

八
五
冊

文
徴

(六
)

伝
状

祭
文

墓
表

第
八
六
冊

文
徴

(七
)

書
序

(
一
)

第
八
七
冊

文
徴

(八
)

書
序

(
二
)

第
八
八
冊

文
徴

(九
)

金
石

(
一
)

第
八
九
冊

文
徴

(
一
〇
)

金
石

(二
)

第
九
〇
冊

徴
九

徴

一
〇

徴

一

一

徴

一
二

徴

=
二

徴

一
四

文
徴

(
=

)

記

(
一
)

山
水

第
九

一
冊

文
徴

(
一
二
)

記

(二
)

交
通

第
九
二
冊

文
徴

(
一
三
)

記

(三
)

官
署

第
九
三
冊

文
徴

(
一
四
)

記

(四
)

書
院

第
九
四
冊

文
徴

(
一
五
)

記

(五
)

祠
堂

第
九
五
冊

文
徴

(
一
六
)

記

(六
)

祠
堂

第
九
六
冊

文
徴

(
一
七
)

記

(七
)

寺
廟

徴

一
五

城
池

徴

一
六

塔
院

徴

一
七

学
宮

徴

一
八

徴

一
九

徴
二
〇
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第
九
七
冊

徴
二

一

文
徴

(
一
八
)

記

(八
)

名
勝

園
林

閣
楼

亭
台

第
九
八
冊

徴
二
二

文
徴

(
一
九
)

　カ
ロ
ぽ
オ
ロ

記

(九
)

墓
葬

敵

軍

図
書

宇
昼

髪
山
文
紗

第
九
九
冊

徴
二
三

詩
徴

(
一
)

南
昌
府

瑞
州
府

臨
江
府

建
昌
府

広
信
府

饒
州
府

九
江
府

南
安
府

頼
州
府

寧
都
州第

一
〇
〇
冊

徴
二
四

塔

詩
徴

(二
)

西
江
詩
話

西
江
詩
話
選
輯

志
余

南
豊
県
雑
記

随
筆
剤
記

史

料

皿

K
V
A

計
画

介
紹
K
V
A
水
利
工
程
計
劃

燕
方
敗

一

引

言

羅
斯
福
的
新
政
以
K
V
A
為
中
心
氏
將
美
国
最
貧
瘡
之
匠
-
田
納
西

河
流
域
経
過
了
科
學
的
研
究
和
多
数
専
家
學
者
的
設
計
結
果
已
將
該

河
流
域
及
其
附
近
歎
百
公
里
的
地
域
完
全
愛
成
了
生
産
的
中
心
關
於

水
利
農
田
鑛
産
工
業
灌
概
航
運
都
已
登
展
了
尤
其
是
水
電
造
成
了
該

流
域

一
大
動
力
的
源
泉
並
且
登
展
了
数
種
工
廠
解
決
了
数
百
萬
失
業

工
人
的
危
機
所
以
官
不
僅
是
経
濟
上
工
業
上
的
成
功
而
且
是
政
治
上

事
業
上
的

一
大
創
學
官
的
特
鮎

一
・
是
以
科
學
方
法
來
経
螢
事
業
二
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・
是
以
企
業
方
法
來
建
立
新
的
制
度

江
西
的
籟
江
也
和
田
納
西
河

一
様
彼
可
以
科
學
方
法
來
整
理
愛
成

一

個
農
工
業
生
産
的
中
心
所
謂
K
V
A
者
就
是
籟
江
河
谷
管
理
局

(置
き
σq
忽
く
巴
δ
く
餌三
ゴ
o
腎
く
)
之
意
略
構
籟
域
安
現
在
政
府
正
在
設

計
研
究
進
行
其

一
切
計
劃
但
是
為
什
麿
我
個
要
登
展
並
極
進
行
K
V

A
計
劃
咤

一
・
鞍
江
為
江
西
大
動
脈
支
流
遍
全
省
其
上
流
之
鑛
産
極
為
豊
富
尤

其
如
輯
南
十
鯨
縣
之
錦
鑛
為
重
工
業
及
國
防
工
業
原
料
大
慶
信
豊
等

之
砂
金
及
雲
都
等
之
煤
均
可
大
量
開
採
尤
以
錫
鑛
為
世
界
稀
少
金
囑

以
江
西
之
産
量
佑
世
界
産
量
百
分
之
七
十
為
換
取
外
匿
之

一
重
要
物

資
至
籟
江
中
游
沿
岸
及
下
游
之
農
田
為
華
南

一
大
米
産
匠
如
K
V
A

計
劃
完
成
此
等
工
農
専
業
均
可
大
量
襲
展

二

・
翰
江
在
航
運
上
有

一
大
債
値
即
為
長
江
珠
江
間
之

一
大
聯
絡
線

如
將
韓
江
上
流
與
珠
江
之
北
江
聯
以
運
河
此
不
僅
縮
短
籟
輿
丙
省
之

航
運
里
程
且
將
国
父
所
訂
之
全
國
三
大
港

(北
方

・
東
方

・
南
方

・

三
大
港
)
在
内
地
水
運
上
得
以
貫
通

三

・
萬
安
縣
附
近
之
十
八
灘
地
勢
傾
斜
水
流
濡
急
適
於
用
築
煽
方
式

登
電
計
算
可
登
電
十
九
萬
瓦
其
支
流
可
登
五
萬
瓦
其
慮
用
範
園
北
可

至
樟
樹
南
至
南
雄
東
至
寧
都
石
城
西
至
湘
東
各
縣
江
西
全
省
水
電
蕊

量
為
三
十
萬
瓦
而
K
V
A
已
佑
其
百
分
之
八
十
左
右

四

・
就
灌
概
水
田
言
如
K
V
A
成
功
可
灌
概
水
田
四
百
萬
畝
約
佑
全

省
水
田
五
分
之

一

五

・
就
航
運
言
不
僅
湖
口
至
翰
縣
間
可
航
五
百
噸
汽
船
如
盤
開
章
水

與
北
江
上
流
之

水
間
三
十
公
里
之
運
河
則
自
籟
縣
至
曲
江
可
航
二

百
噸
汽
船
南
達
廣
州
北
至
京
渥
及
天
津

六

・
就
防
水
災
言
如
此
計
劃
成
功
則
籟
江
洪
水
量
可
由
萬
安
以
上
各

段
所
造
之
水
庫
大
量
消
納
可
減
洪
水
量
四
分
之

一

絡
之
:
K
V
A
計
劃
為
江
西
経
濟
建
設
計
劃
亦
江
西
政
治
建
設
計
劃

之
開
端
本
文
將
此
計
劃
作

一
科
學
的
報
導
以
喚
起
社
會
人
士
的
注
意

二

翰
江
之
地
理
環
境
及
其
資
源

(以
下
略
)
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